
8 広 報たかはま　H27.9.15

国民健康保険加入者の皆さんへ国民健康保険加入者の皆さんへ

はり・きゅう・マッサージにかかる場合の注意

整骨院・接骨院など柔道整復師の施術をうける場合の注意

第三者の行為によるけがや病気でも国民健康保険が使える場合があります

【第三者行為とは】
＊交通事故　＊他人の犬にかまれた　＊購入食品や飲食店での食中毒
＊スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故 など

※第三者行為による病気やけがで国民健
康保険を使って病院にかかる場合は、す
みやかに市役所市民窓口グループの国
民健康保険担当に届出（事故の場合は
警察にも）をしてください。

※届出の前に示談を結んでしまうと、その
取り決めが優先し、加害者に医療費を請
求できなくなることがあります。かなら
ず示談を結ぶ前に届出をお願いします。

※施術が長期にわたる場合は、内科
的要因も考えられますので、医師の
診断を受けてください。

※負傷原因（いつ・どこで・何をして・ど
んな症状があるのか）を正確に柔
道整復師に伝え、保険が使えるかど
うかを相談してください。
※領収書はかならず受け取り、大切に
保管しましょう。

※保険証が使えるようになるために
は、まず、医師が必要であると認め、
医師の「同意書」または「診断書」
の提出が必要です。

※領収書はかならず受け取り、大切に
保管しましょう。

【国民健康保険が使えない場合】
＊被害者がすでに加害者から治療費を受け取っているとき
＊業務上のけがのとき
＊酒酔い運転、無免許運転などによるけがのとき

【国民健康保険が使える場合】
＊捻挫（くじく・ひねる）　＊打撲（打ち身）　＊挫傷（肉離れなど）
＊骨折・脱臼（応急手当を除き、医師の同意が必要）
＊骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

【国民健康保険が使えない場合】
＊単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）肩こり
＊脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
＊保険医療機関（病院・医院など）で同じ負傷などの治療中のもの
＊労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
＊施術所以外（往診は除く。）での施術を受けたとき

【国民健康保険が使える場合】
●はり・きゅう　＊神経痛　＊五十肩　＊リウマチ

＊腰痛症　＊頚腕症候群　＊頸椎捻挫後遺症
●マッサージ　　＊筋麻痺　＊関節拘縮

【国民健康保険が使えない場合】
●はり・きゅう
＊上記疾患以外のもの　
＊病院などで同じ対象疾患の治療を受けているとき
＊医師の同意がないとき
●マッサージ
＊医療上、マッサージを必要とする症例以外のもの
＊疲労回復や慰安を目的としたもの
＊医師の同意がないとき
※上記の場合でも全額自己負担であれば施術を受けられます。

～詳しくは問い合わせてください～

問合せ先　□市 市民窓口グループ
　☎5 2－1 1 1 1（内線2 6 1・2 6 2）
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問合せ先　アシタのたかはま研究所（□市総合政策グループ内）　☎52－1111（内線332）

アシタのたかはま研究所からの研究レポート③
『アシタのたかはま研究所からの研究レポート』では、さまざまなデータから高浜市の現状や将来の姿に

ついてお伝えしていきます。

◆平成2年以降、新しく生まれる子どもの人数が亡くなる方の人数を上回っています。
（自然増）

◆平成24年以外は、転入してくる人の方が転出する人より多くなっています。（社会増）
◆リーマンショック（平成21年）前は社会増の方が自然増より多かったのですが、リーマ
ンショック後は、自然増が社会増を上回っています。

≪アシタのたかはま研究所 研究レポートは、市公式ホームページで公開しています。≫

For the Next

高浜市の人口が増減する理由

※住民基本台帳より

社会増減数（人）
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◎自然増減…出生数と死亡者数の差による人口の増減
◎社会増減…転入者数と転出者数の差による人口の増減
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他市町村へ他市町村から

H26.1.1～12.31
の転入者数
2,263人

高浜市の人口
平成27年1月1日
46,295人

※住民基本台帳・住民基本台帳
人口移動報告より

H26.1.1～12.31
の転出者数
2,232人

◎転入・転出する世帯の
約75％が20～39歳
となっています。

◎高浜市では、1年間に
約5％の市民が入れ替
わっています。


